
「広域浜プラン策定支援」及び「広域浜プラン実証調査」

精算報告時の留意点および提出書類について

令和７年１月更新

特定非営利活動法人　水産業・漁村活性化推進機構

水産業競争力強化緊急事業



個人又は漁協等が支払った経費 業者への支払い

（漁協等が立替えた場合） （業者から直接請求がある場合）

※漁協等が広域委員会宛に請求し、精算する ※請求先は「広域委員会」

・広域委員会が定める旅費規程に準じて精算。 ・業者（旅行会社等）発行の見積・請求・領収書が必要。

※旅程表（ルート表）を添付のうえ、精算額の根拠を明確にする。
発行日／社印／乗車日／乗車区間／運賃が記載された旅程がわかる
書類を添付。

＜ 精算根拠例 ＞ ※請求書及び領収書の宛名は原則として「広域委員会」

・出張者宛の領収書（会社名／搭乗日／搭乗区間／便名が記載されたもの（領収書は Web収
得可）。

・券売機で領収書を発券した場合は、領収書に出張者本人が記名する。

・普通運賃以外の料金が発生した場合は、乗車賃・指定料金・特急料金等双方の領収書（合算し
た領収書可）。

※近距離移動の場合にも区間料金表（Web取得可）を添付。

・広域委員会が定める旅費規程に準じて精算。 ・業者（旅行会社等）発行の見積・請求・領収書が必要。

※旅程表（ルート表）を添付のうえ、精算額の根拠を明確にする。 ※発行日／社印／乗降日／搭乗区間／運賃が記載されたもの。

＜ 精算根拠例 ＞ ※請求書及び領収書の宛名は原則として「広域委員会」

・出張者宛の領収書（Web収得可）。
・航空会社、又は旅行代理店等のフライトスケジュールわかる旅程がわ
かる書類を添付。

・広域委員会が定める旅費規程に準じて精算。 ・業者（旅行会社等）発行の見積・請求・領収書が必要。

※旅程表（ルート表）を添付のうえ、精算額の根拠を明確にする。
※発行日／社印／乗船日／乗船区間／運賃が記載された旅程がわか
る書類を添付。

※漁船を除く ＜ 精算根拠例 ＞ ※請求書及び領収書の宛名は原則として「広域委員会」

・出張者宛の領収書（Web収得可）。
・半券がある場合は半券に出張者本人が記名する。

・広域委員会が定める旅費規程に準じて精算。 ・業者（旅行会社等）発行の見積・請求・領収書が必要。

※旅程表（ルート表）を添付のうえ、精算額の根拠を明確にする。
※発行日／社印／乗車日／乗車区間／運賃が記載された旅程がわか
る書類を添付。

＜ 精算根拠例 ＞ ※請求書及び領収書の宛名は原則として「広域委員会」

・出張者宛の領収書（Web収得可）。

・半券がある場合は半券に出張者本人が記名する。

路線バス ・広域委員会が定める旅費規程に準じて精算。

地下鉄・鉄道 ※旅程表（ルート表）を添付のうえ、精算額の根拠を明確にする。

（近距離） ※近距離移動の場合にも区間料金表（Web取得可）を添付。

旅客機 欄外注記の＜留意事
項＞を参照。

経費内容

経費精算時に必要な添付資料及び証憑書類等

備　考

鉄道 欄外注記の＜留意事
項＞を参照。

欄外注記の＜留意事
項＞を参照。

高速バス
欄外注記の＜留意事
項＞を参照。

―
欄外注記の＜留意事
項＞を参照。

船舶

旅費等



・広域委員会が定める旅費規程に準じて精算。

・出張者宛の領収書（領収書に本人が記名する）

※タクシー利用した場合、公共交通機関を利用しなかった又はできなかった経緯等について確認
させていただく場合もありますので、予めご了承ください。

・広域委員会が定める旅費規程に準じて精算。

・レンタカー会社発行の領収書又は走行距離明細（発行日／社印／運行日／運行経路／走行
距離／燃料代を記載したもの）。

・高速代、ガソリン代、駐車場代等の領収書（出張者本人が記名する）。

・同乗者がいる場合は同乗者人数（名前）が判る資料を添付。

・貸切契約を示す見積書、請求書、領収書（バス会社又は業者発行の
もの）が必要。

貸切バス
※発行日／社印／利用人数／利用日／利用区間／高速代等その他
料金が記載された書類を添付。

※運転手付など ・行程表（旅程表）および乗車名簿（所属、役職、氏名）を添付。

※請求書及び領収書の宛名は原則として「広域委員会」

・広域委員会が定める旅費規程に準じて精算。 ・業者発行の請求・領収書が必要。

・宿泊者氏名宛の領収書（発行日／宿泊日（日数）／宿泊施設名／宿泊料金が記載されたもの）
（発行日／社印／旅程／宿泊地／宿泊料金）の記載された書類を添
付。

※食事代が別途請求されている場合は、「宿泊費」に含むことは出来ません。 ※請求書及び領収書の宛名は原則として「広域委員会」

・広域委員会が定める内規等に準じて精算。

・視察等の目的で派遣要請等を行う場合は、謝金・日当の条件を明示した派遣依頼書等の資
料に加え、支払い明細（振込明細）等を添付。

※特定の（漁業者）個人の技能向上等を目的とした“研修”等へ参加する場合の謝金・日当等に
ついては、補助対象外となる場合があります。

・広域委員会が定める支給規程又は国の規定によるなど、業務内容に応じた常識の範囲を超え
ない妥当な根拠に基づく単価を設定する。

・請求の根拠として、業務に直接従事した作業時間数等が判る資料（例：業務日誌）を添付。

・支給の単価等の条件を明示した資料に加え、支払い明細（振込明細）等を添付。

・下記の経費については、「水産関係民間団体事業補助金交付等要綱の運用について」の別紙
規定の「補助対象経費　広域浜プラン実証調査」に準じて、管理簿等の作成が必要となります。

「設備備品費※」：資産台帳等の作成（耐用年数期間分）

「通信運搬費」：物品受払簿の作成（切手などの使用実績）

「消耗品費」：物品受払簿の作成（事務用品、消耗資材など）

「印刷製本費」：物品受払簿の作成（印刷物の配布先など）

「雑役務費」：物品受払簿の作成（印紙代など）

宿泊費

謝金及び日当

その他の費用 ―

欄外注記の＜留意事
項＞を参照。

欄外注記の＜留意事
項＞を参照。

※設備（機械・装置）・
物品等の購入、据付等
に要する経費で、リー
ス・レンタルを行うことが
困難な場合に限りま
す。また、資産として計
上した場合には、耐用
年数期間内の処分等
は出来ません。

―

賃金 ―
欄外注記の＜留意事
項＞を参照。

旅費等

タクシー ―
欄外注記の＜留意事
項＞を参照。

レンタカー ―

自家用車は原則不可。
但し、旅費規程に自家
用車の利用の定めがあ
る場合を除く（この場合
は、走行距離が判る資
料を添付する）。



≪ 留意事項 ≫

参考資料：旅費業務に関する標準マニュアルVer.2-0,2016年12月、各府省申合せ

●旅費等の精算に当たっては、用務の目的、それに必要な人員（出張派遣者の所属・役職）が判る資料（派遣依頼書、復命書など）、旅程表、支払の根拠を示す書類が必要

になります。また、精算額の根拠となる「旅費・交通費規程（海外旅費規程を含む）、謝金規程」等の（写し）を添付して提出して下さい。

なお、本事業は、国費による補助事業ですので、必要に応じた根拠資料の提出が求められます。請求の根拠が確認できない場合には、補助対象外となる場合もございますので予めご了承の上、事前確認

と適切な運用の徹底をお願い致します。

●本用務において、研修・講演・視察などで専門家や有識者などを招聘する際に発生する旅費等の精算に際しては、招聘目的を記した出張依頼書、報告書（要約可）の写しを併せて提出して下さい。

●計画時に記載のない取組に係る経費については、精算時において補助対象外となる場合もございますので予めご了承ください。また、計画に大幅な変更が生じる場合には、事前にご相談ください。

●水産業の競争力強化に資する目的での当該事業の活用により、計画にない取組を新たに取り組む必要がある場合には、計画変更が必要になる場合もあります。

広域委員会において十分に検討・協議したうえで、新たに取り組みが必要となる理由および経費等について、事前に相談ください。

●本事業の実績報告に当たっては、経費の適正な使用について確認するため、実績内容に応じた資料または証憑書類等を別途求める場合があります。

●「水産業競争力強化緊急事業」の関連施策事業（例えば、漁船リース事業や機器等導入事業など）に係る全国説明会等への出席等に係る経費については、「広域浜プラン実証調査」の補助対象外とな

りますので予めご了承下さい。但し、全国説明会などの機会を通じて得られた情報収集等について「広域浜プラン実証調査」の実施計画書に基づき取り組む、または事業の目的達成に向け積極的に活用

するとした場合には、参加の趣旨等を記した資料を添付して下さい。

●旅費等の精算においては、規程に基づきお支払い下さい。また止むを得ず領収書が得られない経費については「支払証明書」に代えることもできますが、原則として、領収書の取得を優先して下さ

い。

●宿泊費は、宿泊代金以外の経費（インターネット使用料、電話代その他のサービス利用料、冷蔵庫内飲料等の購入費）は補助対象外となります。

●クレジットカードの利用控えは領収書として有効ではありませんのでご留意願います。

●事業実施者は、この助成金に係る収入および支出を明らかにした帳簿を備え、本事業の証拠書類を事業終了から起算して最低でも５か年間保管しなければなりません（別記様式第5-2号、交付決定通知

の5及び６の(3)を参照）。

●取組の一部において、コンサルタント業務等、役務に係る業務を必要とする場合には、別途、広域委員会により（委託）契約を締結し、取組を行って下さい。

なお、上記用務において、交通費・謝金・日当等が発生した場合には、被招聘者への出張依頼書類と振込明細の写しを提出して下さい。

　※委託に係る費用の額は、原則として、補助対象経費（交付決定総額）の 50％未満とすること。


